
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性粒子と 泡性材料と、樹脂とを含有し、前記発泡性材料

ことを特徴とす
る導電性ペースト。
【請求項２】
　前記導電性粒子は、金属粒子、カーボン粒子、あるいは金属が表面にコートされた粒子
、であることを特徴とする請求項１記載の導電性ペースト。
【請求項３】
　前記加熱あるいは減圧時に膨張する物質は、低沸点炭化水素であることを特徴とする請
求項 記載の導電性ペースト。
【請求項４】
　前記発泡性材料の発泡前の含有量は、前記導電性粒子量１に対して０．００１～０．５
体積比となる量であることを特徴とする請求項１に記載の導電性ペースト。
【請求項５】
　前記発泡性材料の発泡前の粒径は、１μｍ以上５０μｍ以下であることを特徴とする請
求項１記載の導電性ペースト。
【請求項６】
　前記加熱あるいは減圧による前記発泡性材料が発泡するさいの体積膨張率は、１倍を超
え１００倍以下であることを特徴とする請求項１記載の導電性ペースト。
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【請求項７】
　前記金属粒子は、金粒子、銀粒子、銅粒子、錫粒子、インジウム粒子、パラジウム粒子
、ニッケル粒子、あるいは鉛粒子から選択された少なくとも１種の金属粒子またはこれら
の任意の合金粒子であることを特徴とする請求項２記載の導電性ペースト。
【請求項８】
　前記金属が表面にコートされた粒子のコート材料は、金、銀、銅、錫、インジウム、パ
ラジウム、ニッケル、あるいは鉛から選択された少なくとも１種の金属またはこれらの任
意の合金であることを特徴とする請求項２記載の導電性ペースト。
【請求項９】
　前記金属が表面にコートされた粒子の母材粒子は、樹脂粒子であることを特徴とする請
求項２記載の導電性ペースト。
【請求項１０】
　前記導電性ペーストは、導電性接着剤であることを特徴とする請求項１～ のいずれか
に記載の導電性ペースト。
【請求項１１】
　導電性粒子と、 熱硬化性樹脂 を主成分
とするビアホール充填用 導電性ペースト。
【請求項１２】
　前記導電性粒子が、平均粒径０．５～２０μｍで、その比表面積が０．０５～１．５ｍ
２ ／ｇの金、銀、パラジウム、銅、ニッケル、錫、鉛、インジウムから選択された少なく
とも一種の金属粒子またはこれらの合金粒子である請求項 に記載の導電性ペースト。
【請求項１３】
　前記導電性粒子が、平均粒径０．５～２０μｍ、比表面積が０．０５～１．５ｍ２ ／ｇ
で、その表面の酸素濃度が１．０重量％以下の銅粉末である請求項 記載の導電性ペー
スト。
【請求項１４】
　前記熱硬化性樹脂が、熱硬化性エポキシ樹脂組成物である請求項 に記載の導電性ペ
ースト。
【請求項１５】
　貫通孔を有する絶縁基板と、前記絶縁基板の表面に形成された配線パターンと、前記貫
通孔に充填されて前記絶縁基板の両面または多層構造に形成された前記配線パターンを電
気的に接続するビアホール導体とを備える回路基板において、
　前記ビアホール導体として、請求項 記載の導電性ペーストを用いて形成した導電体
を用いることを特徴とする回路基板。
【請求項１６】
　前記絶縁基板が、合成樹脂フィルム または、アラミドエポキシ樹脂、ガラスエポキ
シ樹 半硬化状態の樹脂含浸織布 または、不織布基板である請求項 記載の回路
基板。
【請求項１７】
　絶縁基板に複数の貫通孔を設ける工程と、前記貫通孔に請求項 に記載のビアホール
充填用導電性ペーストを充填する工程と、前記絶縁基板の両面に銅箔を配置したのち加熱
、加圧して前記ビアホール充填用導電性ペースト中の発泡性材料を体積膨張させる工程と
、導電性ペーストを硬化させる工程と、前記銅箔を所定のパターン形状にエッチングする
ことにより配線パターンを形成する工程とを少なくとも備えた回路基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記絶縁基板として、合成樹脂フィルム またはアラミドエポキシ樹脂、ガラスエポ
キシ樹 半硬化状態の樹脂含浸織布 または不織布基板を用いることを特徴とする請
求項 に記載の回路基板の製造方法。
【請求項１９】
　 所定の部位に電気的に接続している 導電性構造であって、
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多数の実質上空洞を有することを特徴とする導電性構造。
【請求項２０】
　 前記導電性構造は、請求項１
記載の導電性ペーストを利用して形成された、多数の実質上空洞を有す とを特徴とす

電性構造。
【請求項２１】
　前 数の実質上空洞を有する導電性構造が、１μｍ以上１００μｍ以下の空孔を３～
５０ｖｏｌ％有することを特徴とする請求項 記載の導電性構造。
【請求項２２】
　前 数の実質上空洞を有する導電性構造の、体積抵抗率が１０ - 6Ω・ｃｍ以上１０ - 2

Ω・ｃｍ以下である請求項 記載の導電性構造。
【請求項２３】
　内部に電極を有するセラミック電子部品において、
　前記内部の電極と電気的に接続し、かつ端部に形成された外部電極部が、請求項 記
載の、多数の実質上空洞を有する導電性構造を有することを特徴とするセラミック電子部
品。
【請求項２４】
　内部に電極を有し、外部端子電極と導電体を介して電気的接続をとる、ケーシングタイ
プあるいはモールドタイプの電子部品であって、
　前記内部の電極と、外部電極あるいは外部電極に電気的に接続されたリード電極とを互
いに接続するための導電体が、 多数
の実質上空洞を有する導電性構造を有することを特徴する電子部品。
【請求項２５】
　電子部品が基板上に電気的に接続された実装体において、
　前記接続部が、 多数の実質上空洞
を有する導電性構造を有することを特徴とする実装体。
【請求項２６】
　前記電子部品が、半導体装置であることを特徴とする請求項 記載の実装体。
【請求項２７】
　内部に電極を有するセラミック電子部品の製造方法において、
　前記内部の電極が露出した端部の所定部位に、

導電性ペーストを塗布する工程と、
　前記導電性ペーストを加熱あるいは減圧して、前記導電性ペーストに含まれる発泡性材
料を発泡させて外部電極部を形成する工程と、
　を備えたことを特徴とするセラミック電子部品の製造方法。
【請求項２８】
　所定の部位と、その部位とは別の所定の部位とを

導電性ペーストを用いて接続する接続ステ
ップと、
　その後、前記導電性ペーストを加熱あるいは減圧して、その導電性ペーストに含有され
ている発泡性材料を発泡させる発泡ステップと、
　を備えたことを特徴とする導電性ペーストを用いる電気的接続方法。
【請求項２９】
　前記発泡ステップで、同時に前記導電性ペーストの硬化を行うことを特徴とする請求項

記載の電気的接続方法。
【請求項３０】
　前記発泡ステップの後に、前記導電性ペーストの硬化を行うステップを備えたことを特
徴とする請求項 記載の電気的接続方法。
【請求項３１】
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　前記発泡ステップは所定の温度で行い、前記硬化ステップにおいては、前記所定の温度
よりも高い温度で硬化を行うことを特徴とする請求項 記載の電気的接続方法。
【請求項３２】
　前記所定の部位は電子部品の所定の部位であり、前記別の所定の部位は、基板の所定の
部位であることを特徴とする請求項 の電気的接続方法。
【請求項３３】
　前記電子部品は、半導体装置であることを特徴とする請求項 記載の電気的接続方法
。
【請求項３４】
　前記所定の部位は、内部に電極を有し、外部端子電極と導電体を介して電気的接続をと
る、ケーシングタイプあるいはモールドタイプの電子部品の、前記内部の電極であり、
　前記別の所定の部位は、前記外部電極あるいは、前記外部電極に電気的に接続されたリ
ード電極である請求項 記載の電気的接続方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子部品の基板への実装や、電極間接合等に用いられる、導電性ペースト等に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、電子部品の基板への実装や電極間の接合に用いられてきた導電性接着剤は、その目
的が固定と電気的接続であるため、固定用の粘着性の樹脂や硬化性の樹脂ペースト中に、
導電性を有する銀や銅などの金属粒子を分散させたものが一般的であった。
【０００３】
接着が有効になるためには、接着剤と被着体の表面がミクロなレベルで充分近接すること
が重要である。粘着タイプの場合は柔軟で変形しやすく被着体表面との親和性の高い樹脂
が、また、硬化タイプの場合は流動性および濡れ性が高い樹脂が用いられてきた。これに
より、粘着タイプ、硬化タイプいずれの場合も、接着剤は被着体のミクロな凹凸に入るこ
とができ、良好な接着性を達成できる。
【０００４】
一方、導電性粒子はその用途によって各種形状の粒子が用いられてきたが、粘着タイプ、
硬化タイプともに、良好な電気的接続を得るために低抵抗であることが要求され、接着剤
中の導電性粒子の含有率を向上させ、かつ気泡を除去し、導電性粒子による体積占有率を
高くするようなされてきた。
【０００５】
また、硬化タイプでは、硬化時に体積収縮が起こるので、発生する内部応力を緩和するた
めに可塑剤等の添加が行われることもあった。
【０００６】
導電性接着剤を用いる電気的接合方法は、一般には、その簡便さから種々の分野に利用さ
れているが、昨今、樹脂自体が、あるいは可塑剤が添加されているために柔軟性を有する
ということで、熱的および機械的に歪の発生しやすい部分の電気的接続方法として広く利
用されつつある。また、小型電子部品の端子電極や、電子部品の基板への実装についても
、導電性接着剤を用いる電気的接合方法の応用展開が著しい。一例として挙げれば、基板
への実装への例が、特開平１－２３２７３５公報に開示されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の導電性接着剤の場合、その導電性が導電性粒子間の接触により保持
されているため、加熱により被着体に膨張収縮が生じた時や基板がたわんだ際に、応力が
発生し、その応力緩和時に粒子間の接触がはずれて抵抗が高くなるという問題点を有して
いた。
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【０００８】
また、接続する電極との電気的接続も導電性粒子と電極との接触により行っているため、
上述同様応力に弱いだけでなく、場合によっては初期から電極と接着剤との間の界面抵抗
が大きくなってしまうという問題点を有していた。
【０００９】
他方、近年、電子機器の小型化、高性能化に伴い、産業用にとどまらず広く民生用機器の
分野においてもＬＳＩ等の半導体チップを高密度に実装できる多層配線回路基板が安価に
供給されることが強く要望されてきている。このような多層配線回路基板では微細な配線
ピッチで形成された複数層の配線パターン間を高い接続信頼性で電気的に接続できること
が重要である。
【００１０】
このような市場の要望に対して従来の多層配線基板の層間接続の主流となっていたスルー
ホール内壁の金属めっき導体に代えて、多層プリント配線基板の任意の電極を任意の配線
パターン位置において層間接続できるインナービアホール接続法すなわち全層ＩＶＨ構造
樹脂多層基板と呼ばれるものがある（特開平０６－２６８３４５号公報）。これは多層プ
リント配線基板のビアホール内に導電体を充填して必要な各層間のみを接続することが可
能であり、部品ランド直下にインナービアホールを設けることができるために、基板サイ
ズの小型化や高密度実装を実現することができる。
【００１１】
しかしながら一般的なインナービアホール接続方式では、導電性ペーストをスキージ印刷
してビアホール内へ充填することによって行われているが、とくに微小径のビアホールに
対する導電性ペーストの充填には導電性ペーストの粘度特性が重要な役割を占めることと
なる。ビアホール充填用導電性ペーストにおいて印刷特性と層間接続における導電性とは
その構成材料面から見て相反するものである。
【００１２】
すなわち導電性を向上させるために微粒子の導電性粒子の構成比を上げると樹脂成分が導
電性粒子の表面に吸着されてペーストの粘度が上昇し、印刷しにくくなる。またペースト
の粘度を下げて印刷特性を向上させるために表面積の小さい、すなわち粒径の大きい導電
性粒子を用いたり、導電性粒子の構成比を減少したりすると導電性粒子同士の接触面積が
小さくなり、接続信頼性に問題が生じる。すなわち導電性ペースト中の導電性は、導電性
粒子同士が点接触することにより、またビアホールの上面にある電極箔と導電性粒子との
電気的接続も導電性粒子と電極箔との点接触に依存しているため、とくに配線パターンが
線幅、線間隔ともに微細化され、したがってビアホール径も微小化されたとき多層配線間
の層間接続において高い接続信頼性を確保することが極めて難しいものとなる。
【００１３】
本発明は、以上のような課題を解決し、低抵抗でかつ応力に耐えうる導電性構造を形成し
得る導電性ペーストなどを提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
そもそも、たとえば、導電性ペーストの典型例である接着剤の導電性は、接着剤中に分散
された導電性粒子同士の接触により付与される。また、接続する電極との電気的接続は接
着剤中の導電性粒子と電極間の接触により付与される。従って、導電性粒子間の接触面積
および導電性粒子と電極間の接触面積が大きい程、抵抗が小さく良好な電気的接続が得ら
れる。
【００１５】
導電性接着剤中に、発泡性材料として例えば発泡性樹脂粉を含有させ加熱あるいは減圧に
より発泡性樹脂粉を発泡させた場合、マクロ構造としては接着剤中の導電性粒子の体積含
有率が減少する。しかしながら、ミクロ構造的には、導電性粒子間および導電性粒子と電
極間の接触面積は、発泡性樹脂粉を含有させない場合の接触面積と同等あるいはそれ以上
にすることができる。これは、例えば自由に膨張できる場所で本発明の硬化タイプの導電
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性接着剤を利用する場合には、本発明の方法のように、樹脂が硬化する前に発泡性樹脂粉
を発泡させ、その後に硬化する工法を採用することにより達成できる。このとき、導電性
粒子間の接触は、発泡により生じた気泡部以外の部分における樹脂の硬化収縮により決ま
るため、発泡性樹脂粉を含まない場合と比べてほとんど変化せず、導電性粒子間の接合点
の数も大きく減少しない。そのため、導電性接着剤層全体としての導電性粒子間の接触面
積はほぼ同等となる。これにより、導電性接着剤層の全体体積が増加して見かけの比抵抗
は増加するが、抵抗値としてはあまり増加せず、ほぼ同等の導電性をもつものになる。
一方、一定距離の隙間に導電性接着剤を入れ硬化させるような場合には、従来の導電性接
着剤を用いると、空間規制により導電性接着剤層全体の硬化収縮が阻害され、通常期待さ
れる硬化収縮による導電性粒子間の接触面積の増大が阻害される。この場合、単に膨張さ
せたようになったり、隙間が発生したりして、抵抗値が高い接続となってしまう。これに
対し、本発明の導電性接着剤を用いると、気泡以外の導電性部分が硬化収縮する以上に気
泡部が膨張するため、限定された空間の中では、気泡以外の部分には従来と比較して大き
な圧縮応力が発生して加圧されることになる。これにより従来よりも、導電性粒子間およ
び導電性粒子と被着される電極間の接触面積が増大し、隙間も発生させずに、抵抗も低い
良接合状態を達成できる。この場合は見かけの比抵抗も小さくなる。
【００１６】
これにより、発泡性樹脂粉を含有させてもその含有率が過大とならない限り、発泡を起こ
さない場合に比べて、同等以上の導電性を有する接着剤を提供することができる。
【００１７】
それと同時に、接着剤に発泡性樹脂粉を含有させた場合、その発泡後の構造体は内部に多
数の小気孔を有した、導電性粒子と接着剤樹脂からなるネットワーク構造となる。多数の
気孔を有する構造体は非常に柔軟性に富み、応力に対して容易に変形し応力緩和すること
ができる。この応力緩和は主として気孔の変形により行われ、導電性粒子間の接触および
電極との接合を引き離す力は大きく減衰する。したがって、歪を与えた際においても電気
的良接続を保持し続けることが可能となる。
【００１８】
上述したように、導電性接着剤中に発泡性材料を含有させることにより、耐歪応力特性の
良い低抵抗な導電性接着剤等の導電性ペーストを提供することができる。
【００１９】
上記目的を達成するため、本発明の導電性ペーストは、導電性粒子と、加熱あるいは減圧
時に発泡する発泡性材料と、樹脂とを含有し、前記発泡性材料が発泡した後でも、電気的
接続材料としての良導電性を失わないことすなわち、体積中抵抗率で１０ - 6Ω・ｃｍ以上
１０ - 2Ω・ｃｍ以下を保ち得ることを特徴とする導電性ペーストである。
【００２０】
また、本発明は、そのような導電性ペーストを用いた導電性構造、電子部品、実装体、回
路基板、電気的接続方法、回路基板の製造方法、及びセラミック電子部品の製造方法であ
る。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２２】
本発明の導電性ペーストの実施の形態である導電性接着剤は、粘着性の樹脂あるいは硬化
タイプの樹脂中に、導電性を有する導電性粒子を分散させている。
【００２３】
その導電性粒子としては、一般的な導電性接着剤に用いられている金属粒子ならその種類
は限定されないが、金粒子、銀粒子、銅粒子、錫粒子、インジウム粒子、パラジウム粒子
、ニッケル粒子、あるいは鉛粒子から選択された少なくとも１種の金属粒子またはこれら
の任意の合金粒子であることが好ましい。中でも、金属自体が軟らかい場合、圧縮力が作
用した際に接触面積を拡大化しやすいので、金粒子や銀粒子、あるいはインジウム粒子が
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さらに好ましい。また、半田粒子を加熱硬化タイプに用いた場合、加熱時に粒子同士の界
面が溶融して金属結合するため、低抵抗化に有利である。一方、腐食性がないという長所
から、カーボン粒子も好ましく利用できる。さらに、上述の金属、つまり、金、銀、銅、
錫、インジウム、パラジウム、ニッケル、あるいは鉛から選択された少なくとも１種の金
属またはこれらの任意の合金を、樹脂粒子表面や他の金属粒子表面あるいはセラミック粒
子表面等にコートした粒子も好ましく利用できる。
【００２４】
粘着性の樹脂としては、アクリル系、ビニル系、ゴム系等、一般的な粘着テープに用いら
れているものであればその種類は限定されない。
【００２５】
硬化タイプの樹脂としても、フェノール系、エポキシ系、シリコーン系、アクリル系、ポ
リイミド系、アクリル酸エステル系、アミド系、ゴム系、ビニル系等、一般的に硬化型接
着剤に用いられている樹脂であればその種類は限定されない。
【００２６】
さらに、本発明の実施の形態の導電性接着剤は、上述の導電性粒子を分散させた樹脂中に
、加熱あるいは減圧時に発泡する発泡性樹脂粉を含有させて得られる。
【００２７】
この発泡性樹脂粉を含有する導電性接着剤を用いて、例えば基板上の電極同士の接続固定
を行う場合には、加熱処理あるいは減圧処理工程を施すことにより、含まれる発泡性樹脂
粉が発泡して膨張する。
【００２８】
図１（Ａ）に示すように、この際形成される導電性接着剤層１は、導電性粒子と樹脂が形
成する構造体２の中に小気孔４を多数内在した膨張構造を採るようになる。その微細構造
は、図１（Ｂ）に示すように、導電性粒子３がネットワーク構造で連なり、発泡性樹脂粉
が発泡して形成された小気孔４を覆うように導電性粒子３が存在するようになる。
【００２９】
このような多数の小気孔４を有するネットワーク構造をとることにより、導電性接着剤層
１には柔軟性が付与され、歪み負荷時においても容易に変形し、接着剤層１内で応力を緩
和することが可能となる。
【００３０】
この場合、発泡性樹脂粉を含有させない従来の導電性接着剤層に比べて、マクロ構造とし
ては接着剤中の導電性粒子３の体積含有率が減少する。しかしながら、全体の粒子数は塗
布量によるためほとんど変わらず、ミクロ構造的には、導電性粒子３間、および導電性粒
子３と被着体である電極間の接触面積は、発泡性樹脂粉を含有させない場合の接触面積と
同等あるいはそれ以上にすることができる。その理由は、先にも述べたように距離が限定
されている場合、発泡性樹脂粉が発泡する際の膨張力により、導電性粒子３間および導電
性粒子３と被着体である電極間の間に圧縮応力が発生し、それらが相互に密に詰まって接
触面積が増大するためである。
【００３１】
一方、自由に膨張できる場合でも、たとえばその発泡によって全体の大きさが大きくなっ
ても、単に膨張したものでなく、気泡以外の部分はほとんど変化しないため、結局相互の
接触面積がほぼ同等となる。
【００３２】
これにより、発泡性樹脂粉を含有させてもその含有率が過大とならない限り、従来と同等
以上の導電性を発現することが可能となる。
【００３３】
さらに、歪負荷時の応力緩和も主として小気孔４の変形により行われ、導電性粒子３間の
接触および電極との接合を引き離す力は大きく減衰する。したがって、歪を与えた際にお
いても電気的良接続を保持し続けることが可能となる。
【００３４】
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なお、導電性接着剤に用いる樹脂が加熱硬化タイプの場合、発泡性樹脂粉の発泡と接着剤
の硬化を同時に行うことができる。加熱する際、接着剤が完全に硬化すると発泡性樹脂粉
が発泡できなくなる。それを防止するために、低温加熱工程を別に設けるか、あるいは、
硬化との競争過程で発泡させる方法が採用できる。その他の硬化タイプの場合は、硬化処
理前に別途加熱処理工程を設けることで、容易に発泡させることができる。
【００３５】
また、減圧により発泡性樹脂粉を発泡させる方法も採用でき、この方法を採用すると、発
泡工程と硬化工程を分離制御できるという利点がある。
【００３６】
導電性接着剤に用いる樹脂が粘着タイプの場合も、別途加熱処理工程あるいは減圧処理工
程を設けることで容易に発泡性樹脂粉を発泡させることができる。ここで、硬化タイプの
ものと異なり、樹脂層の硬化収縮による圧縮応力が作用しないので、初期抵抗が多少大き
くなる傾向になるが、十分な導電性と応力緩和効果の両立が可能となる。
【００３７】
導電性接着剤中に含有させる発泡性樹脂粉は、図３に示すように、中空樹脂粒子５の殻壁
６内部に低沸点炭化水素７のような加熱あるいは減圧により膨張する物質を含有するマイ
クロカプセルであることが好ましい。なお、膨張には分解や気化を含むものとする。
【００３８】
さて、加熱発泡の場合、構成する樹脂は低温加熱により軟化するものであれば種類は問わ
ないが、塩化ビニリデンやアクリル系の樹脂等が好ましい。これにより低温での膨張が容
易となり取り扱いが容易となる。特に加熱硬化型の場合、乾燥や硬化前に充分膨張させる
ことができ、応力緩和可能な膨張構造を達成することができる。他方、減圧発泡の場合、
構成樹脂は常温で変形可能な柔らかい、ポリエチレン等の樹脂であることが好ましい。
【００３９】
ここで、導電性接着剤中に含有させる発泡性樹脂粉の含有量を、発泡前の体積で、接着剤
中の導電性粒子量１に対して０．００１～０．５体積比とすることで上述の耐応力効果が
得られる。０．００１体積比未満ではその応力緩和効果が実用上なく、０．５体積比を超
えると導電性接着剤層単位体積あたりの導電性粒子数が激減するため、たわまなくても形
成初期から抵抗特性が著しく低い状態となる。さらに好ましくは、発泡性樹脂粉の含有量
が発泡前の体積で、接着剤中の導電性粒子量に対して０．０１～０．１体積比であること
が良い。その実験的裏付けは後述する。
【００４０】
さらに、良好な耐応力特性と低抵抗特性を両立するためには、小気孔４を可能な限り分散
させる必要がある。そのため、発泡前の発泡性樹脂粉の粒径は、導電性接着剤層単位体積
あたりの導電性粒子数を激減させないために１μｍ以上５０μｍ以下であることが好まし
い。これにより、抵抗特性の低下を引き起こすことなく応力緩和可能な膨張構造を達成す
ることができる。その実験的裏付けは後述する。なお、容易に混練可能な粒径は１μｍ以
上である。
【００４１】
また、発泡による発泡性樹脂粉の体積膨張率が、１倍を超え１００倍以下であることが好
ましい。発泡性樹脂粉が発泡しても、導電性粒子間および導電性粒子と接続電極との間に
硬化時に圧縮応力が十分作用し、低抵抗化を図ることができる。但し、膨張率が１００倍
を超えると導電性接着剤層単位体積あたりの導電性粒子数が激減するため、抵抗特性が大
きく低下する。その実験的裏付けは後述する。
【００４２】
また、形成された導電性接着剤層１（導電体）中の空孔が１μｍ以上１００μｍ以下の径
の大きさで、かつ導電体体積全体に占める比率が３～５０ｖｏｌ％であることが好ましい
。空孔が１０μｍ未満で導電体体積に対して３ｖｏｌ％未満の場合、応力緩和作用が小さ
く、歪が生じた際に良好な電気的接続が維持できない。また、５０ｖｏｌ％を超えた場合
、導電性粒子成分の体積含有率が低下しすぎて、初期的な電気抵抗が高くなるという不具
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合が生じる。この時、１μｍ未満の空孔の場合あるいは１００μｍ以上の空孔の場合、そ
の占有体積比が３～５０ｖｏｌ％内であっても均一な応力緩和作用が付与できず、歪発生
時に電気抵抗の上昇が確認された。その実験的裏付けは後述する。
【００４３】
なお、上述した実施の形態では、本発明の発泡性材料として発泡性樹脂粉を用いたが、発
泡性材料は発泡性樹脂粉に限定されることはない。要するに、発泡性材料は、粉、粒子ま
たは液状のものなど、加熱あるいは減圧時に発泡するものでありさえすればよい。このよ
うに、発泡性材料が発泡性樹脂粉でない場合であっても、発泡性材料の発泡前の含有量を
、導電性粒子量１に対して０．００１～０．５体積比となる量とする。また、発泡性材料
の発泡前の粒径を、１μｍ以上５０μｍ以下とする。さらに、加熱あるいは減圧により発
泡性材料が発泡するさいの体積膨張率を、１倍を超え１００倍以下とする。
【００４４】
また、上述した実施の形態では、本発明の、加熱あるいは減圧時に膨張する物質として低
沸点炭化水素を用いたが、上述したように、本願においては、膨張には分解や気化が含ま
れるとするので、加熱あるいは減圧時に膨張する物質として、例えば塩化銅の水和物のよ
うな無機化合物の水和物などを用いることもできる。また、例えば重曹（炭酸水素ナトリ
ウム）を用いることができる。また、有機物としては、低沸点炭化水素以外にショウノウ
（樟脳）、クエン酸ソーダ、ハロゲン化炭化水素、アゾジカルボンアミドなどを用いるこ
ともできる。
【００４５】
また、本発明にかかる電気的接続方法は、上述の構成による導電性接着剤を用いて電気的
接続を行うことにより、電子部品や電極を、耐歪応力特性が良好でかつ低抵抗に接続する
ことができるようにしたものである。
【００４６】
たとえば、基板上の異なる２つの電極を電気的に接続するさいに用いられるものであって
、そのような２つの電極を、上述した導電性接着剤を用いて接続し、その後、その導電性
接着剤を加熱あるいは減圧して、その導電性接着剤に含有されている発泡性材料を発泡さ
せるというものである。なお、加熱硬化型導電性接着剤の場合、導電性接着剤を加熱する
さい、加熱を１回のみ行って、発泡性樹脂粉等の発泡性材料を発泡させるとともに、導電
性接着剤本体そのものを硬化させることもできるし、例えば低温加熱工程と高温加熱工程
を設けて、低温加熱工程のさいに発泡性材料を発泡させ、高温加熱工程のさいに導電性接
着剤本体そのものを硬化させるとしてもよい。さらには、加熱工程を３工程以上設けると
してもよい。他に、発泡工程として、減圧処理工程を別途設けてもよい。
【００４７】
以上説明したように、本発明の実施の形態の導電性接着剤を用いて、電子部品を基板に実
装した場合、基板が機械的および熱的に歪んだ際においても、導電性接着剤層中の導電性
粒子同士および基板側の電極と導電性粒子の接続が引き離されることがなく、抵抗上昇が
無い信頼性の高い電気的接続を達成することができる。特に、導電性粒子として表面に金
属をコートした樹脂粒子を用いた場合、耐歪応力特性が非常に向上する。
【００４８】
また、一定距離をおいて対面して配置された電極間の電気的接続を、導電性接着剤で行う
場合、上述した本発明の実施の形態の導電性接着剤を用い、発泡性材料が発泡する際に、
その電極間で、接着剤を膨張させることにより、より容易に電極間を電気的に接続するこ
とが可能となる（図４、図５参照）。
【００４９】
この場合、発泡性材料の発泡により接着剤層全体が膨張して電極間の接続が容易になると
同時に、導電性粒子間および導電性粒子と電極間の間に圧縮応力が発生するため、各々導
電性物質間の接触面積を拡大することができるので、導電性接着剤層の低抵抗化および電
極との界面抵抗の低抵抗化を図ることができるという効果も得られる。
【００５０】
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また、内部に電極を有するセラミック電子部品のように、端部に外部電極を形成する場合
に、上述した本発明の実施の形態の導電性接着剤を用いて空孔を有する外部電極とするこ
とにより、たわみ発生時にも特性低下やわれの発生しない信頼性の高い電子部品とするこ
とができる。（図７、図８参照）
【００５１】
【実施例】
以下に、本発明の具体的実施例について説明する。
【００５２】
（実施例１）
導電性接着剤として市販の一液性加熱硬化型銀接着剤を準備した。また、発泡性材料の一
つとしての発泡性樹脂粉として、図３に示すような中空樹脂粒子５中に低沸点炭化水素７
を充填した構造を持ち、１００℃近傍で発泡する、平均粒子径約２０μｍのマイクロカプ
セルを準備した。
【００５３】
そして、銀接着剤に、銀量に対して０．０００１～１体積比となる発泡性樹脂粉を添加し
、再度混練を行った。つまり、発泡性樹脂粉の添加量を、体積比で銀量１に対して、０．
０００１、０．０００５、０．００１、０．００５、０．０１、０．０５、０．１、０．
５、１．０となるように添加し、再度混練を行った。
【００５４】
以上のようにして準備した導電性接着剤塗料をガラス基板上に一定幅のライン状になるよ
うに、塗布厚さ５００μｍで塗布した後、１００℃で予備加熱を施し発泡性樹脂粉を発泡
させた後、１５０℃で加熱硬化を行った。比較のため、市販の銀接着剤に何も添加しない
場合も同様に試料を作製した。
【００５５】
次に、得られた試料のラインの断面構造を観察した。従来品の導電性接着剤層（銀接着剤
層）１の断面構造は図２（Ａ），（Ｂ）に示すように、ほとんど気孔８がなく、導電性粒
子（銀粒子）３は均質に樹脂中に分散されており、相互に密に接触していた。
【００５６】
一方、発泡性樹脂粉を添加した導電性接着剤（銀接着剤）の場合の断面構造は、図１に示
すように、導電性接着剤層（銀接着剤層）１中に多数の小気孔４を有し、導電性粒子（銀
粒子）３は小気孔４以外の部分で従来品同様密に相互接触していた。ここで、発泡性樹脂
粉の発泡後の径から換算すると、発泡による発泡性樹脂粉の体積膨張率は約５０倍であっ
た。
【００５７】
次に、得られた試料のライン抵抗を評価した。各抵抗値は、従来品も含めていずれも約１
０ｍΩであったが、０．５体積比の発泡性樹脂粉を添加した場合は、約３０ｍΩと抵抗が
多少高くなり、１．０体積比の場合は約１５０ｍΩと非常に高くなった。
【００５８】
次いで、各銀接着剤層においてたわみ試験を行った。試験方法はＪＩＳ　Ｃ６４８１の５
．８曲げ強さの試験法に準じ、基板のたわみ量に対する抵抗特性を評価した。発泡性樹脂
粉を添加した導電性接着剤を用いた各試料は添加量が０．００１体積比以上でいずれも２
０ｍｍたわませても抵抗上昇がほとんど見られず、耐応力性が良好であった。一方、従来
品および発泡性樹脂粉の添加量が０．００１体積比未満では、１０ｍｍ程度たわませた時
点から、抵抗上昇が確認された。
【００５９】
評価結果を表１に示す。
【００６０】
【表１】
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【００６１】
以上のように、添加量が０．００１から０．５体積比の範囲で初期抵抗、耐応力特性とも
に良好な結果が得られた。
【００６２】
（実施例２）
発泡前粒径について説明する。実施例１と同様に、導電性接着剤として市販の一液性加熱
硬化型銀接着剤を準備した。また、発泡性樹脂粉としても実施例１と同様ものを準備した
。ただし、発泡性樹脂粉の発泡による体積膨張率は、実施例１よりも小さくなるものを選
んだ。
【００６３】
さらに、発泡性樹脂粉の粒径としては各種取り揃え、発泡前の粒径を１．０μｍ未満、１
．０μｍから１０μｍ、１０μｍから５０μｍ、５０μｍ超に分級して添加用とした。
準備した銀接着剤にそれぞれ分級した発泡性樹脂粉を銀量１に対して０．０５体積比とな
るように添加し、再度混練を行い、実施例２の導電性接着剤を作製した。
以上のようにして準備した導電性接着剤塗料を実施例１と同様に評価した。ただし、今回
は２００μｍ厚に塗料を塗布して評価を行った。発泡による発泡性樹脂粉の体積膨張率は
約１０倍であった。
評価結果を表２に示す。
【００６４】
【表２】
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【００６５】
ここで、１．０μｍ未満の発泡性樹脂粉を用いた場合では、接着剤塗料を再混練する時に
発泡性樹脂粉を均一に分散できなかったため、応力緩和効果が不充分であった。また、５
０μｍ超の発泡性樹脂粉を用いた場合には、２００μｍの厚みでは導電性接着剤層の中で
局所的に発泡性樹脂粉が存在することになり、初期抵抗、耐応力特性ともに不具合が生じ
た。
（実施例３）
体積膨張率について説明する。添加する発泡性樹脂粉として、マイクロカプセルの殻壁の
軟化温度が異なるものを数種用意し、各々添加したことを除いて、実施例１と同様に作製
した導電性接着剤を実施例３の導電性接着剤として準備した。ただし、発泡性樹脂粉の添
加量は銀量１に対して０．０５体積比とした。
次いで、評価用の試料についても実施例１と同様に作製した。ただし、各々軟化温度の異
なる発泡性樹脂粉に対して加熱発泡条件を変化させ、結果として、発泡性樹脂粉の発泡に
よる体積膨張率が５０倍、１００倍、２００倍となるものを得た。
一方、発泡しない樹脂球を準備し、マイクロカプセルの変わりに樹脂球を接着剤に添加し
た以外は上述同様にして、結果として樹脂粉の体積膨張率が１倍（膨張しない）となる導
電性接着剤も準備し、この接着剤についても同様に評価試料を作製した。
以上のようにして準備した評価試料について、実施例１と同様にしてライン抵抗を評価し
た。
【００６６】
その結果、従来品および１倍、５０倍、１００倍のものは、同様に約１０ｍΩ、２００倍
となるものは約５０ｍΩとなり、ライン抵抗の増大が確認された。
【００６７】
しかしながら、実施例１と同様のたわみ試験を行うと、従来品および１倍品は、実施例１
の従来品と同様、ライン抵抗が上昇し、たわみに対して良抵抗特性を維持できなかった。
【００６８】
（実施例４）
接着部の空孔体積比率について説明する。実施例１に準じ、各種発泡性樹脂粉を所定の添
加量で添加した銀接着剤塗料を準備し、約５００μｍ厚にライン状に塗布し、評価試料を
作製した。
【００６９】
評価結果を表３に示す。
【００７０】
【表３】
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【００７１】
以上の評価結果から導電性構造体中における空孔について以下のことが確認できた。
【００７２】
＊３ｖｏｌ％以上の必要性：耐応力特性を発現するためには、ある程度の空孔量が必要。
【００７３】
＊５０ｖｏｌ％以下である必要性：５０ｖｏｌ％を越えると初期の抵抗値が上昇。
【００７４】
＊１μｍ径以上である必要性：１μｍ未満の発泡性樹脂粉を仕込むのが塗料として困難で
あり、凝集してたわみに対する応力緩和効果が発現しない。
【００７５】
＊１００μｍ径以下の必要性：電子部品の接続用途としては最大見積もっても１ｍｍ以下
の厚みであり、１ｍｍ厚の中での均質性を保持して耐応力特性を発現するためには、空孔
径は１００μｍ以下である必要がある。
【００７６】
（実施例５）
実施例１と同様に、導電性接着剤として市販の一液性加熱硬化型銀接着剤を準備した。ま
た、発泡性樹脂粉として、中空樹脂粒子中に低沸点炭化水素を充填し、１００℃近傍で発
泡する、平均粒子径約２０μｍのマイクロカプセルを準備した。そして、銀接着剤に、銀
量に対して０．１体積比となる発泡性樹脂粉を添加し、再度混練を行い実施例５の導電性
接着剤を作製した。
【００７７】
上述したものとは別に、導電性粒子として表面に銀をコートした樹脂粒子を用いた以外は
上記市販の接着剤と同様の、一液性加熱硬化型銀接着剤を準備した。この接着剤にも、上
述したものと同様の発泡性樹脂粉（マイクロカプセル）を導電性粒子体積（樹脂粒子体積
を含む）に対して０．１となるように添加し、もう１種の実施例５の導電性接着剤を作製
した。
【００７８】
作製した各々の導電性接着剤を用いて、圧電素子を基板に実装した。比較として、従来の
、発泡性樹脂粉を含まない導電性接着剤（銀接着剤）を用いた試料も作製した。なお、接
着剤の加熱硬化は１５０℃で行い、発泡性樹脂粉の発泡と接着剤の硬化を同時に行った。
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この時、発泡性樹脂粉の発泡による体積膨張率は約２０倍であった。
【００７９】
実装した圧電素子に駆動電圧の印加を繰り返し、負荷耐久試験を行った。
【００８０】
１万回の負荷試験において、実施例５の導電性接着剤を用いた試料では、導電性粒子とし
て通常の銀粒子を用いた場合、銀コートを施した樹脂粒子を用いた場合ともに、抵抗の上
昇が発生せず良好な電気機械変換特性が得られた。一方、従来の導電性接着剤を用いた試
料では、接着部分の抵抗成分が上昇し、電気機械変換特性が低下した。
【００８１】
（実施例６）
実施例１と同様にして、導電性接着剤として市販の一液性加熱硬化型銀接着剤を準備した
。また、発泡性樹脂粉として、中空樹脂粒子中に低沸点炭化水素を充填し、１２０℃近傍
で発泡する、平均粒子径約１０μｍのマイクロカプセルを準備した。そして、銀接着剤に
、銀量に対して０．０５体積比となる発泡性樹脂粉を添加し、再度混練を行い実施例６の
導電性接着剤を作製した。
【００８２】
一方それとは別に、タンタルを用いた固体電解コンデンサの陽極部であるタンタル多孔質
焼結体を準備した。この焼結体に一般的な方法で誘電体酸化皮膜を形成し、さらに固体電
解質を形成した。その後、固体電解質と接触するように素子外周にカーボンペースト層、
銀ペースト層を積層形成し、固体電解コンデンサ要部を作製した。
【００８３】
図６は、一実施例としてのＴａ電解コンデンサの中央断面図である。ここで、５２は陰極
層（カーボンペースト層と銀ペースト層）、５３は本発明の導電性接着剤層、５４は外装
樹脂、５５は陰極端子、５６は陽極リード、５７は絶縁板、５８は陽極端子であり、導電
性接着剤層５３は陰極層５２と陰極端子５５とを接続するものである。
【００８４】
作製した実施例６の導電性接着剤を用いて、固体電解コンデンサ要部の陰極層５２と、陰
極端子５５との接続をおこなった。
【００８５】
比較のため、従来の導電性接着剤（銀接着剤）を用いた試料も作製した。ここで、導電性
接着剤の加熱硬化は１５０℃で行い、発泡性樹脂の発泡と同時に硬化を行った。この時、
発泡性樹脂粉の発泡による体積膨張率は２～５倍であった。この時点での接続抵抗を評価
した結果、従来品、発明品ともに２ｍΩ以下であった。
【００８６】
ここで、図６のように、通常の方法によりコンデンサ各試料を樹脂でモールドし、固体電
解コンデンサを完成させた。樹脂モールド時には、用いている各材料の熱膨張収縮により
歪が発生する。樹脂モールドにより、従来品では接続抵抗が５ｍΩまで増加したのに対し
、実施例６の導電性接着剤を用いたものの場合は、接続抵抗の増加は見られなかった。
（実施例７）
実施例１と同様にして、導電性接着剤として市販の一液性加熱硬化型銀接着剤を準備した
。また、発泡性樹脂粉として、中空樹脂粒子中に低沸点炭化水素を充填し、１２０℃近傍
で発泡する、平均粒子径約１０μｍのマイクロカプセルを準備した。そして、銀接着剤に
、銀量に対して０．０５体積比となる発泡性樹脂粉を添加し、再度混練を行い実施例７の
導電性接着剤を作製した。
【００８７】
一方それとは別に、タンタルを用いた固体電解コンデンサの陽極部であるタンタル多孔質
焼結体を準備した。この焼結体に一般的な方法で誘電体酸化皮膜を形成し、さらに固体電
解質を形成した。その後、固体電解質と接触するように素子外周にカーボンペースト層、
銀ペースト層を積層形成し、固体電解コンデンサ要部を作製した。
【００８８】
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図４は、一実施例としてのＴａ電解コンデンサの中央断面図である。上述のように作製し
た固体電解コンデンサ要部を予め用意されたケース（樹脂製が一般的）の中に挿入し、ケ
ース内に形成された陰極リードと陰極内部電極である銀ペースト層を導電性接着剤で接続
した後、両極に外部端子を形成してコンデンサとする。図４において、４１はマイナス極
外部端子、４２は導電性接着剤層、４３は陰極リード、４４は陰極内部電極、４５はプラ
ス極外部端子、４６はケース、４７は陽極内部電極、４８は封止樹脂である。
【００８９】
しかしながら、実際には硬化タイプの接着剤は硬化時に収縮するので硬化後の導電性接着
剤はフルに充填されず、空間があく。従って、極端に表現すれば概念図は図５に近くなる
。また、接着剤コストの低減のために故意に局所塗布をする場合もあり、図５のようにな
る場合が多い。
【００９０】
本実施例では、図４の導電性接着剤層４２の部分に本発明の発泡性の導電性接着剤を用い
る。
【００９１】
ただし、従来例では導電性接着剤層４２の部分に通常の導電性接着剤を用いた。
【００９２】
すなわち、固体コンデンサ要部を予め用意されたケースに挿入し、ケース内に形成された
陰極用端子電極リードとの接続を、作製した実施例６の導電性接着剤を用いて行った。こ
の場合、陰極用端子電極リードとコンデンサ要部の銀ペースト層（陰極内部電極）との距
離はケースによって規定され、一定距離を保持することとなる。その後封止し、両極の外
部電極を形成し、コンデンサを完成させた。
【００９３】
比較のため、従来の導電性接着剤（銀接着剤）を用いた試料も作製した。
【００９４】
ここで、導電性接着剤の加熱硬化は１５０℃で行い、発泡性樹脂の発泡と同時に硬化を行
った。この時、発泡性樹脂粉の発泡による体積膨張率は２～５倍であった。
【００９５】
この時点での接続抵抗を評価した結果、従来品では５ｍΩであったのに対し、本実施例の
導電性接着剤を用いたものでは全て２ｍΩ以下に低減した。発泡性樹脂粉を導電性接着剤
中に含有させることにより、抵抗特性の良い電気的接合がえられた。
（実施例８）
従来、積層セラミックコンデンサは内部電極とセラミック誘電体層を一体焼結してえられ
た素体に、外部電極となる金属ペーストを端部に塗布し焼付けることで製造される。
【００９６】
本実施例では、図７および図８に示すように、素体端部に実施例６と同様の発泡性の導電
性接着剤を金属ペーストのかわりに塗布し、発泡硬化させたものを外部電極３とした以外
は従来法により作製された積層セラミックコンデンサを準備した。ここで、６１は誘電体
セラミック層、６２は内部電極、６３は外部電極である。そして、図７のＡ部を拡大した
図である図８に示すように、外部電極６３の空孔６４の体積は、ほぼ２０ｖｏｌ％であっ
た。比較のため従来法で作製した積層セラミックコンデンサも準備した。
【００９７】
両種のコンデンサの外部電極６３に半田メッキを施した後、所定の基板に半田実装を行っ
た。その後、実装した基板をたわませ（試験方法はＪＩＳ　Ｃ６４８１の５．８曲げ強さ
の試験法に準じた）、基板からの剥離および積層セラミックコンデンサのわれを評価した
。
【００９８】
評価の結果、従来例の積層セラミックコンデンサでは、２０ｍｍたわませた時点で、外部
電極の剥離やコンデンサ部にクラックが発生するために静電容量が低下した（１００個中
８０個）。一方、本発明の実施例においては、２０ｍｍたわませても１００個全数剥離や
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クラックが発生せず静電容量も低下しなかった。
【００９９】
（実施例９）
従来の積層セラミックコンデンサを、実施例６と同様に作製した本発明の発泡性の導電性
接着剤を用いて基板上に実装した。図９はその様子を示す断面図である。ここで、７１は
外部電極、７２はコンデンサ要部素子、７４は本発明の導電性接着剤を用いて形成した接
着部、７５は基板７６上のランドである。
【０１００】
その際、実施例８のように基板をたわませ（試験方法はＪＩＳ　Ｃ６４８１の５．８曲げ
強さの試験法に準じた）、基板からの剥離および積層セラミックコンデンサのわれを評価
した。
【０１０１】
評価の結果、本発明の実施例においては、２０ｍｍたわませても１００個全数剥離やクラ
ックが発生せず静電容量も低下しなかった。
【０１０２】
（実施例１０）
図１０（Ａ），（Ｂ）は、半導体装置８１、８７を、基板８６，８１０に実装した図であ
る。ここで、８２は電極パッド部、８３はバンプ電極、８４は導電性接着剤層、８５、８
９は端子電極部である。本実施例では図１０（Ａ）の導電性接着剤層８４としては発泡性
の導電性接着剤を用いて形成した。接着剤中の発泡性樹脂粉の径、含有率、発泡倍率につ
いては実施例６と同様のものを用いた。
また別に、バンプ電極８３自体を本発明の導電性接着剤を用いて形成した。
また、電極パッド部８２を本発明の導電性接着剤で形成したものも作製した。
上記３種のうちいずれかまたは組み合わせで装置と端子電極の電気的接続を行った結果、
耐撓み性の高い実装体がえられ、信頼性の高い電気的接続が実現できた。
また、図１０（Ｂ）の構成においてバンプ電極８３の部分を本発明の導電性接着剤による
接続に変更した場合においても、十分信頼性の高い電気的接続を実現できた。
【０１０３】
なお、上述した本発明のそれぞれの実施例では、導電性接着剤として加熱硬化タイプのも
のについてその効果を確認したが、他の硬化タイプのものでも加熱処理を別に施すことに
より同様の効果が得られることは言うまでもない。
【０１０４】
また、減圧処理法によっても、その効果が得られることはいうまでもない。
【０１０５】
また、粘着タイプの場合も、多少抵抗特性は低下するが同様に応力緩和効果が得られるこ
とは言うまでもない。
【０１０６】
また、上述したそれぞれの実施例では、導電性粒子として銀粒子を用いた場合について示
したが、金粒子、銅粒子、錫粒子、インジウム粒子、パラジウム粒子、ニッケル粒子、あ
るいは鉛粒子から選択された少なくとも１種の金属粒子またはこれらの任意の合金粒子で
あっても同様の効果が得られることは言うまでもない。また、カーボン粒子についても同
様であり、さらには、金属粒子、セラミック粒子やあるいは樹脂粒子に金、銀、銅、錫、
インジウム、パラジウム、ニッケル、あるいは鉛から選択された少なくとも１種の金属ま
たはこれらの任意の合金等をコートした粒子を用いても同様の効果が確認できた。特に、
実施例５においては差異が明確とはならなかったが、導電性粒子として金属コート樹脂粒
子を用いた場合の方が、その他の導電性粒子を用いた場合よりも接着剤層全体がより柔軟
になり、かなり大きな変形にも追随が可能となり、耐応力性の良好な電気的接続状態を達
成することができた。
【０１０７】
さらに、上述したそれぞれの実施例では、発泡性樹脂粉を既存の導電性接着剤に後添加で
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含有させたが、導電性粒子と樹脂を混練する際に、同時に添加して含有させても良いこと
は言うまでもない。
【０１０８】
なお、本発明の導電性ペーストは、上記実施の形態では接着剤であったが、ある部材と別
の部材を接着させるためのものに限らず、その他の、たとえば、次に述べるようなビアホ
ール充填用導電性ペーストであってもよい。
【０１０９】
また、本発明における、発泡性材料、導電性部材、あるいは樹脂などの構成は、上記実施
の形態に限らず、同様の効果が得られることは、上述の説明により明らかである。
【０１１０】
つぎに本発明のビアホール充填用導電性ペーストの実施の形態について図面を参照しなが
ら説明する。
【０１１１】
本実施の形態におけるビアホール充填用導電性ペーストが、導電性粒子とバインダである
合成樹脂とから構成される従来の導電性ペーストと異なる点は、ペースト構成材料の第３
成分として導電性ペーストを加熱硬化させる際にその体積が膨張する発泡性材料を含有す
ることにある。すなわち本実施の形態に関わるビアホール充填用導電性ペーストは導電性
粒子として銅粉末を３０～７０ｖｏｌ％、発泡性材料を０．００１～４０ｖｏｌ％の範囲
において所定の配合比で構成し、これに必要とする印刷適性に合うようにバインダとして
熱硬化性エポキシ樹脂と、また必要に応じて溶剤とを加えたものである。
【０１１２】
導電性粒子の含有量としては上記３０～７０ｖｏｌ％の範囲が好ましく、３０ｖｏｌ％未
満では導電性粒子同士の接触確率が小さくその固有抵抗が高くなり、また７０ｖｏｌ％を
超えるとペースト中のバインダ成分が少なくなり、粘度が上昇して印刷が困難となる。つ
ぎにこのようにして調製したビアホール充填用導電性ペーストを用いた回路基板について
説明する。
【０１１３】
図１１（Ａ）は絶縁基板１０の所定の位置に設けられた貫通孔２０に本実施の形態に関わ
るビアホール充填用導電性ペースト３０を充填し、その両面に銅箔４０を配置した状態を
示すものである。ビアホール充填用導電性ペースト３０は銅粉末よりなる導電性粒子５０
と塩化ビニリデン、アクリル樹脂等の熱可塑性樹脂の中空合成樹脂粒子６０の内部に加熱
時に体積膨張する気体、液体または固体７０を充填したマイクロカプセル８０およびエポ
キシ樹脂等の熱硬化性樹脂９０とを有するものである。
【０１１４】
本実施の形態では導電性粒子５０として平均粒径が０．５～２０μｍ、その比表面積が０
．０５～１．５ｍ 2／ｇで、かつ粒子表面の酸素密度が１．０重量％以下である銅粉末を
使用し、加熱時に体積膨張する気体７０としてブタンを封入したマイクロカプセル８０を
用いた。ブタン以外に体積膨張する気体として低沸点炭化水素ではメタン、エタン等を使
用することができる。さらに加熱時に体積膨張する物質として気体以外にアルコール等の
低沸点有機溶剤系の液体またはショウノウ、ナフタレン等の昇華型固体を用いることも可
能である。
【０１１５】
図１１（Ｂ）はこの絶縁基板１０を加熱、加圧してエポキシ樹脂９０を硬化させた状態を
示すものであり、マイクロカプセル８は加熱によって内部のブタン７０が体積膨張し、ま
だ未硬化状態のエポキシ樹脂９０を押しのけて銅粉末５０同士に強い圧力を加えることに
よってその接触面積を増大させるとともに銅粉末５０の銅箔４０への接触を強力なものと
してビアホール導体１００の内部抵抗を低減させることに役立っている。さらに本発明に
おけるビアホール充填用導電性ペーストは導電性ペースト中の導電性粒子の含有量をその
内部抵抗を上昇させることなく従来の導電性ペーストよりも減らすことができるので導電
性ペーストの印刷性を向上させることが可能となり、また導電性粒子の使用量を減らすこ
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とにより、コストを低減することができる。
【０１１６】
本実施の形態では導電性粒子５０として銅粉末を用いた例について説明したが、このほか
金、銀、パラジウム、ニッケル、錫、鉛等の金属粉を単独でまたは合金粉末として用いて
も同様の効果を得ることができる。
【０１１７】
本発明に関わる技術を用いて最も大きい効果を得るためには、マイクロカプセルが加熱時
に発泡して体積膨張する際の圧力によって変形することが容易である比較的軟質な、すな
わち塑性変形し易い金属粉を導電性粒子として用いることが好ましい。また導電性粒子５
０の粒子径は低い固有抵抗と高い接続信頼性を得るためには、０．２～２０μｍの範囲に
あることが望ましい。すなわち粒子径が２０μｍより大きいと粒子間の接続面積が減少し
て固有抵抗を増大させ、一方０．２μｍより小さいとその比表面積が増大してペースト粘
度を高くし、ペーストの印刷特性が低下する。導電性粒子５０の比表面積は上記の粒子径
との関係においてペーストの印刷特性を最適にするために、０．０５～１．５ｍ２／ｇと
することが好ましい。
【０１１８】
前述のように本実施の形態では導電性粒子５０として銅粉末を用いているが、銅粉はその
表面が酸化されやすく、粒子表面を金属状態のままペースト化することは実質上困難であ
る。しかし銅粉末の表面の酸化膜が厚くなるとビアホール導体を形成したときに導電性を
阻害する要因となる。したがって本発明ではその銅粉末表面における酸素濃度として１．
０重量％以下のものを使用した。
【０１１９】
つぎに本発明の実施の形態における回路基板の製造方法について図１２（Ａ）～（Ｄ）を
用いて説明する。
【０１２０】
図１２（Ａ）に示すように、アラミド不織布等の繊維基材にエポキシ樹脂等の熱硬化性樹
脂を含浸させて半硬化状態とした絶縁基板１１０の両面に例えばポリエチレンテレフタレ
ート等の有機フィルム１２０を貼着した後、レーザ等により絶縁基板１１０の所定の位置
に複数個の貫通孔１３０を形成し、その貫通孔１３０内にマイクロカプセル８０を有する
ビアホール充填用導電性ペースト３０を印刷法により充填する。
【０１２１】
図１２（Ｂ）に示すように、有機フィルム１２０を剥離したのち、絶縁基板１１０の両面
に図１２（Ｃ）に示すように銅箔１４０を載置し、両面より加圧、加熱してマイクロカプ
セル８０を体積膨張させることにより液状の熱硬化性樹脂を押しのけると同時にその膨張
圧力により導電性粒子同士を強く接触させて強固な導電パスを形成する。
【０１２２】
つぎに半硬化状態にある絶縁基板１１０を完全硬化させ銅箔１４０と貼着する。
【０１２３】
つぎに図１２（Ｄ）に示すように銅箔１４０を従来のフォトリソ法によりパターニングし
て所定の配線１５０を両面に設けることにより回路基板が形成される。
【０１２４】
本実施の形態では絶縁基板１１０として、アラミド不織布等の繊維基材にエポキシ樹脂等
の熱硬化性樹脂を含浸させて半硬化状態とした全層ＩＶＨ構造樹脂多層基板を形成する過
程における両面回路基板を用いた例について説明したが、絶縁基板１１０としてガラスエ
ポキシ基板や合成樹脂フィルム基材を用いることも可能である。この場合、図１２（Ｃ）
の工程におけるマイクロカプセル８０の発泡は加熱のみで十分であり、圧力はマイクロカ
プセル８０が体積膨張したときにその内部圧力を逃がさない程度の圧力を絶縁基板１１０
の両面から加えておくだけで良い。勿論さらに大きい圧力を加えることも可能であり、こ
の場合さらに強固な導電パスが確保される。
【０１２５】
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このように形成された両面配線回路基板を複数枚積層することによって多層配線回路基板
を形成することもできる。
【０１２６】
【発明の効果】
以上説明したところから明らかなように、本発明の導電性ペーストは、耐歪応力特性の良
い低抵抗な特徴を持つ。
【０１２７】
また、本発明の導電性ペーストを用いる電気的接続方法は、耐応力特性の良い、低抵抗な
電気的接続状態を達成できる。
【０１２８】
また、本発明の導電性構造は、低抵抗で耐歪応力特性の優れた導電性構造を得ることが出
来る。
【０１２９】
また、本発明のビアホール充填用導電性ペーストは、発泡性材料が体積膨張する際の内部
圧力によって、導電性ペースト中の導電性粒子同士の接触面積と、導電性粒子と配線を形
成するための銅箔との接触面積とをそれぞれ増大させることにより、ビアホール導体の内
部抵抗を低減させることができ、また配線の層間接続の信頼性を向上させることができる
。
【０１３０】
さらに導電性ペースト中の導電性粒子の含有量を減らすことが可能となり、したがって導
電性ペーストの印刷性が向上されて生産性が良くなり、また導電性粒子の使用量を減らす
ことにより、コスト低減にも効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態における導電性接着剤層の構造を示す断面図（Ａ）とその
微細構造を示す断面図（Ｂ）。
【図２】従来例における導電性接着剤層の構造を示す断面図（Ａ）とその微細構造を示す
断面図（Ｂ）。
【図３】本発明の一実施の形態における発泡性樹脂粉の構造を示す断面図。
【図４】本発明の一実施例であるコンデンサの断面図。
【図５】本発明の一実施例であるコンデンサの断面図。
【図６】本発明の一実施例であるコンデンサの断面図。
【図７】本発明の一実施例である積層セラミックコンデンサの外部電極部の断面図。
【図８】本発明の一実施例である積層セラミックコンデンサの外部電極部の一部拡大断面
図。
【図９】本発明の一実施例である積層セラミックコンデンサの基板への実装体の断面図。
【図１０】本発明の一実施例である半導体の基板への実装体の断面図。
【図１１】本発明の一実施の形態におけるビアホール充填用導電性ペーストの構成を示す
回路基板の一部拡大断面図。
【図１２】同実施の形態における回路基板の製造方法を説明する一部工程断面図。
【符号の説明】
１　導電性接着剤層
２　導電性粒子と樹脂が形成する構造体
３　導電性粒子
４　発泡性樹脂粉が発泡した後の小気孔
５　中空樹脂粒子
６　殻壁
７　低沸点炭化水素
８　気孔
１０　絶縁基板
２０　貫通孔
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３０　ビアホール充填用導電性ペースト
４０　銅箔
５０　導電性粒子
６０　中空合成樹脂粒子
７０　気体、液体または固体
８０　マイクロカプセル
９０　熱硬化性樹脂
１００　ビアホール導体

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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